
水道 1（議第225号）

議第225号

平成21年度京都市水道事業特別会計補正予算

（総則）

第１条　平成21年度京都市水道事業特別会計補正予算は，次に定めるところ

による。

（収益的支出の補正）

第２条　平成21年度京都市水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　　出

　（科　　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
千円 千円 千円

第１款　水 道 事 業 費 用　 30,949,000　 △128,000 30,821,000

第１項　営 業 費 用 25,591,056　 △128,000 25,463,056

（資本的収入の補正）

第３条　予算第４条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収　　　　入

　（科　　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
千円 千円 千円

第１款　資 本 的 収 入　 12,502,000　 0 12,502,000

第１項　企 業 債 10,950,000　 △209,000 10,741,000

第２項　出 資 金 370,000　 144,000 514,000

第３項　国 庫 補 助 金 30,000　 57,000 87,000

第８項　補 助 金 30,000　 8,000 38,000

平成22年２月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

提案理由

　職員の給与改定に要する経費等を補正する必要があるので提案する。


